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「脳死に関する見解」採択される
一医療技術と人間の生命特別委員会報告一

昭和62年11月　日本学術会議広報委員会

　日本学術会議は，去る10月21日から23日まで第103回総会（第13期・6回目）を開催しました。今回の「日

本学術会議だより」では，今総会で採択された勧告を中心として，同総会の議事内容をお知らせします。本会

議の第13期も，余すところ9か月となり，各委員会は，期の活動の取りまとめに向けて一層活発に審議を進め

ています。

総　会　報　告

　総会第1日目の午前中には，会長からの経過報告，各部・

各委貝会報告に続き，勧告・対外報告等4つが提案され，

そのうちの2件が可決された。そのほかの2件に関しては，

同日午後に各部会で審議が行われ，第2日目の午前中に1
件が，第3日目の午前中に1件が可決された。
　なお，総会前日の20日午前には連合部会が開催され，こ

れらの案件の予備的な説明，質疑が行われた。また第2日

目午後には「食糧生産と環境」についての自由討議（詳細

別掲）が，第3日目の午後には常置委員会，特別委員会が
開催された。

　第1日目午前。まず，利根川進氏のノーベル生理学・医

学賞受賞に対し日本学術会議第103回総会の名において祝
電を呈する；とが提案され，全員一致で可決された。

　次に日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関す

る内規の一部改正についての提案がなされ，これも賛成多

数で可決された。この改正は，第14期の当初3か月間にお

ける，国際学会への研連委員の代表派遣について，必要な
経過措置を講ずるものである。

　続いて，高齢化社会特別委貝会提案の「日本高齢社会総

合研究センター（仮称）の設立について」（勧告）（詳細別

掲）の提案説明と質疑応答が行われた。さらに，医療技術
と人間の生命特別委員会報告「脳死に関する見解」を「日

本学術会議の運営の細則に関する内規」に定める対外「報

告」として認めることに関する提案が行われた。これは同

特別委貝会がその発足以来2年間にわたって審議を重ねて

きたものであり，前回4月の総会では討論の過程でさらに

検討する必要があるとして同特委により取り下げられたも

のである。その後，委貝定数を増加するなどして審議を重

ね，今総会に再度提案されたものであるが，批判的意見を

背後に含む多くの質間が出された。

　第2日目午前。前日提案された「日本高齢社会総合研究

センター（仮称）の設立について」（勧告）が，賛成多数で

採択され，直ちに内閣総理大臣始め関係諸機関等に送付さ

れた。同じく前日提案の「脳死に関する見解」は，前日の

部会審議で異論が続出したため，抜本的に書き改められた

ものが提案されたが，なおいくつかの疑問が示され，採決

には至らなかった。

　第3日目午前。再度修正された「脳死に関する見解」が

提案された。国民的合意の形成，医学界における少数意見

の存在などに関して，なお理解の不一致があり，質問討論

が行われた。これら若干の点に関する討論者間の相互了解

を遂げた後，数名の発言者から再度の修正を経ることによ

って本報告は異なった専門分野のいずれからみてもおおむ

ね満足できるものになった，当初に危惧した点が除かれた，

などの意見が述べられた。こうして多少の曲折はあったが，

最後に本提案がほぽ全貝一致で採択された。（見解の内容は

別項参照）

　日本高齢社会総合研究センター（仮称）
　の設立について（勧告）
　急速な高齢社会への移行という厳しい間題をまえにして，

日本学術会議は既に昭和55年（1980年）11月1日「国立老

化・老年病センター（仮称）の設立について」の勧告を内

閣総理大臣あてに行った。しかし現在にあっては，さらに

これに加えて，商齢社会をめぐる新しい理論的研究と政策

開発の推進が緊急の課題となっている。そこで，このよう

な課題を解決するために，日本学術会議は下記構想のごと
き「日本高齢社会総合研究センター（仮称）」の設立をここ

に勧告するものである。この研究センターは，「老化・老年

病センター」と緊密な連携を保ちつつ，高齢社会・高齢層・

高齢者問題の総合研究を目指す，人文・社会科学中心の全
国的なネットワーク型の研究センターである。

　「日本高齢社会総合研究センター」（仮称）の構想

　「日本高齢社会総合研究センター法（仮称）」という法律

に基づく独立性の高い法人とし，国の出資による基金を基

礎として設立される。なお，所管官庁の選定に当たっては，

21世紀の重要な国民的課題たる高齢者政策の総合性を考え，

特定の行政分野に偏ることなく，全行政分野が連携を保ち

得るような所管の在り方が望まれる。

　総合研究センターの運営は以下のように行う。

　（1）本研究センターは，国の出資による基金を基礎として

設立されるが，さらにまた一般寄付，並びに研究受託費を

加えて，弾力的に運営されるところの公的で全国的なネッ
トワーク型の研究センターとする。（2）本研究センターの運

営を統括する理事会を構成する理事の半数は研究者をもっ
て充てる。－（3）研究課題の選択は，関連学会（例えぱ，日本1

学術会議の選定による）から推挙され，一定の任期をもつ

30名前後の「研究評議貝会」で行うことによって研究の総
合性を図るとともに，また研究評価をも行う。（4）専任研究

貝制度（一定の任期を設ける）を置き，それにより総合研

究センターの研究の組織化並びに相互調整を行う。各プロ
ジェクト毎に専任研究員を中心‘ご流動研究員（客員研究貝，

出向研究員等）やその他の研究者を募ってこれに加え，常
時300名程度の研究者が活動している状態が望ましい。（詳

細は，日本学術会議月報11月号を参照されたい。）
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　　　　　　　　脳死に関する見解
　　　一医療技術と人間の生命特別委員会報告一
　最近の医療技術の発展に伴って生じてきた人間の生命と

その尊厳にかかわる諸間題のうち特に脳死の問題は末期医

療，臓器移植等をめぐって大きな社会的間題となっている。

医療の現場では脳死の状態に陥った多くの患者をめぐって，

日夜その家族や医師が苦悩に満ちた対応を迫られつつある。

脳死の問題は，必ずしも心臓や肝臓などの臓器移植との関

連においてだけでなく，むしろ現実的には多くの場合，末

期医療の現場において深刻化している。このような現状に

かんがみ，脳死にかかわる諸間題を様々の角度から十分に

議論し，間題の所在を考察して，その解決への展望を示し

たものである。これが本特別委員会の今回の報告である。

　本報告は脳死を医学的に，法的にそして心理的，倫理的

及ぴ社会的側面から考察した。全脳の機能が不可逆的に喪

失した状態と定義される脳死は，医学的にみて個体の死を

意味する。これは第7部会員の一致した意見であき），医学

界の大勢と判断されるが，医学界の中にも少数ながら疑義

を持つ者もある。脳死を人の死と認めるか否かについては，

法律的にはこれを肯定，否定する見解が対立している。否

定している場合にも脳死になった際，人工呼吸器を外して

はならないということでなく，事情によっては違法性阻却

ないし，責任阻却事由があり得ることまで否定するもので
ない。

　人の死は単なる医学的現象ではなく，その人の人格，・社

会的存在にもかかわるものである。したがってその取扱い

については，本人の生前の意思，家族の感情，一般的倫理

観，習俗，社会的慣習等を尊重しなければならない。しか

し脳死をめぐっては三徴候に基づく伝統的な死の概念にと

らわれることなく，深刻化している医療の現状に対処して

新しい死の概念の確立に努めるべきであろう。このため関

係方面において脳死をめぐる諸問題が検討され，速やかな
解決への展望が開かれることを希望する。

　以上の見解を第103回総会の承認を得て対外報告として
これを公表することとしたρ

（詳細は，日本学術会議月報11月号を参照されたい。）

自由討議一食糧生産と環境一

　この自由討議は，今期設置された「生物資源・食糧と環

境特別委貝会」のメンパーが主となり，個人の立場で，食

糧生産と環境の間題について意見を発表したものである。

会長近藤次郎（食糧に対する環境からのアプローチ），第6

部，生物資源特委委貝長阪本楠彦（食糧間題の展望），第6

部（以下すぺて特委委員）武田友四郎（環境変化が農業生

態系に及ぽす影響），第5部岩佐義朗（水資源の立場から）

の各会員がそれぞれに付記したサブテーマについて間題を
提起した。これに続いて第3部大石嘉一郎（経済学の立場

から），第1部石川栄吉（数量主義の反省），第6部水間豊

（畜産学の立場から），第2部及川伸（食糧管理制度につい

て），第6部福場博保（栄養面から見た食糧資源開発間
題），第1部水津一朗（歴史地理学の立場から），第7部小
泉明（人口と食糧・環境）の各会員から関連発言があり，

質疑応答が行われた。

　1973～81年頃のいわゆる“世界食糧危機”は既に去り，

今や食糧の輸出競争が激化している。しかしアフリカ等の

飢餓間題が解消したわけでは決してないし，開発途上国の

所得増から来る食糧需要は決して楽観を許さない。まるで，

栄養過剰の大国に“追いつき，追い越そう”としているか

のようでさえある。

　生産の面でも，自然の節理を無視した増産が進められて

いる。森や山に住む神々への迷信的な怖れを失った後，自

然破壊に対してかけるぺき有効な抑制力を，人類はまだ見

出せずにいる。破壊された自然の復旧（砂漠の緑化など）

もまだほとんどできないままである。（この自由討議は日学

双書5刊として出版されます。）

1987年12月

日本学術会議月報

　日本学術会議は，その日常的な活動の状況を科学者や学

術研究団体を始め関係諸機関・団体等に広く理解してもら
うため，毎月1回，「日本学術会議月報」（B，5版・6～12

ぺ一ジ）を発行し，無料で配布している。

　その内容は，総会の決定事項，運営審議会の審議事項，

研究連絡委員会の開催状況，関係学術研究団体と共同主催

する国際会議の開催状況，後援する国際会議及び研究連絡

委員会等が主催するシンポジウム・講演会のお知らせ等を

中心として，その折々のトピック事項を掲載している。ま

た，会員の随筆なども取り入れ，なるべく読み易い紙面と

なるよう努めている。

　現在，当「月報」を送付している機関・団体等は，次の

とおりである。

　　大学・短期大学，関係国・公・私立研究機関，

　　公立図書館，関係省庁，関係報道機関，日本学術

　　会議広報協力学術団体車等

　＊　本会議活動の周知を図るとともに・，各学術研究分

　　野との緊密な連絡・協力関係を維持・強化するため，

　　本会議の広報活動に協力してもらう学・協会

第14期日本学術会議会員選出の
ための登録学術研究団体の概況

　本会議では，現在第14期（昭和63年7月22日～昭和66年

7月21日）会員’（定買210人）選出のための手続きが進めら

れているが，．先頃6月末日を締切期限として，学術研究団
体からの登録申請が受け付けられた。層その後日本学術会議

会貝推薦管理会で審査が行われたが，結果は次のとおりで
あった。

　学術研究団体の登録申請の審査結果

　　申請団体数…………900団体
　　登録団体数……・・…・836団体

　＊　日本学術会議会員推薦管理会が登録した836団体
　　名は「日本学術会議月報」11月号に揚載されるので，

　　ご参煎願いたレ㌔

日学双書「高度情報社会の展望と課題」

　日本学術会議第101回総会における自由討議「高度情報社

会の展望と課題」の記録及び「高度情報社会特別委貿会」

のヒアリングを編集し，日学双書No．3として刊行されま
した。

　日学双書No．3「高度情報社会の展望と課題」

　　1部　1，000円（送料250円）

　（問い合わサ先）

　　　〒106東京都港区西麻布3－24－20
　　　　　　交通安全教育センター内

　　　　　㈲日本学術協力財団

　　　郵便振替

　　　（口座番号）東京4－27458
　　　　　　㈲日本学術協力財団あて

礁耀灘薦驚顎書
　うございます。

　　なお，御意見・お間い合わせ等がありましたら下記一

　までお寄せください。

　　　　　　〒106港区六本木7－22－34
　　　　　　　　　日本学術会議広報委員会
　　　　　　　　　　（日本学術会議事務局庶務課）

　　　　　　　　　　　　電話　　03　（403）　6291』
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